
l 小l I 

|蜂|

I ~ I 

O~ト怪+-tJ社縫幣抑制将棋や兵+g[ rrjl:' (握制着~.u寝裕和的属iS器梢纏Q饗聴Q副4ï:\~{P.:l司ロ謹Q婦生首lÞ 1年J {P.:l官t(ìl<!t) E;i 1 j語体J話回1mt(il:ljロ1持峠(梶!!!:j!烹盤側)

(週53韓揺当部出話(R)

話回鰍

1 検 定 規 則 第 2条の規定による合格の条件(航空機に施設する

無線設備の機器の機械的及び電気的条件に限る。)

機 種 試 験 方 法 条件

航空機に (略)

施設する 1 '"'"' 13 (略) 1 . 2 (略)
両側波帯 (略) (1) 送 信 装 置
の電波を

ア~オ (略) (略)
使用する

カ 信号対雑 設 備規則第
無線電話

(航空機
音比、総合 45条の 12第

周波数特性 1項第 1号
用救命無

並びに総合 の 条 件 。 た
線機を除

く。)の機 窒及び雑音 だ し、電波

器(以下 の 型 式 が A

「航空機 3Eであって

用両側波
周波数間隔が

帯 の 機 8.33 kHzの周

器j とい 波数の電波を

う。) 使用するもの

については、

同条第 3項

に規定する

送信装置に

係る条件

(2) (略)

3・4 (略)

(略) (略) (略)

障しヒ

1 検定規則第 2条の規定による合格の条件(航空機に施設す

る無線設備の機器の機械的及び電気的条件に限る。)

機種 | 試 験方 法 | 条 件

航空機に I(略)

施設する I1 '"'"' 13 I (略)
両側波帯 I(略)
の電波を

使用する

無線電話

(航空機

用救命無

線機を除

く。)の機

器(以下

「航空機

用両側波

帯の機

器J とい

う。)

1 . 2 (略)

(1) 送信 装置

ア~オ ( 略)

カ信号対雑

音比、総合

周波 数特性

並びに総合
ひずみ

歪及び雑音

(2) (略)

3・4 (略)

14 (略)I (略) I (略)

(略) I (略) I (略)

(略)

設備規則第

45条の 12第

1項第 1号

皇室生

セE・



航空機 1 ，、、， 13 (略) 1 . 2 (略) 航空機 1 ""' 13 (略) 1 . 2 (略)

用 気 象 (略) (1) 送 信 装 置 用気象 (略) (1) 送信 装置

レ 一 ア 指定周 平成 18年総務 レ 一 ア 指 定周 昭 和 63年郵
ダーの 波数帯の 省告示第 57号 ダーの 波 数帯 の 政省 告示第
機 器 幅 (船舶文は航空 機器 幅 396号 ( 航空

機に設置する 機に設置す

無線航行のた る無線航行

めのレーダー のための

等の送信設備 レー ダーの

に指定する周 指定 周波数

波数及びその 帯を定める

指定周波数帯 件)の条件

を定める件)の

条件

イ~エ (略) (略) イ~エ (略) (略)

(2) ，、、， (4) (略) (2) ，、、， (4) (略)

(略) (略)

3・4 (略) (略) 3・4 (略) (略)

14 (略) (略) (略) 14 (略) (略) (略)

(略) (略) (略) (略) (略) (略)

注 ( 略 ) 注(略)

2・3 (略) 2・3 (略)
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